
大和市告示第１３号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により市道の路線を次のとおり認定し、

同法第１８条第１項の規定により次のとおり道路の区域を決定し、及び同条第２項の規定により

平成２５年１月１８日から供用を開始する。 

なお、関係図面は、本市都市施設部土木管理課において、平成２５年１月１８日から２週間（た

だし、日曜日及び土曜日を除く。）の一般の縦覧に供する。 

平成２５年１月１８日 

大和市長   大 木   哲 

 

路  線  名 起        点 終        点   幅員（ｍ）  延長（ｍ）
 重要な

 経過地

中央林間１７３号 
中央林間五丁目 

４１３６番２９

中央林間五丁目 

４１３６番２９

６．１５ 

～６．３０ 
６３．２６

 

公所１８２号 
下鶴間字乙三号 

２１８９番１６

下鶴間字乙三号 

２１８９番１６
４．５０ ３７．３３

下鶴間１５０号 
下鶴間字乙三号 

２０８２番３

下鶴間字乙三号 

２０８２番１
４．５０ ５２．２５

深見西５３号 
深見西六丁目 

５５６番３

深見西六丁目 

５５６番３
４．５０ ３５．００

深見西５５号 
深見西二丁目 

７７０番５

深見西二丁目 

７７０番５
４．００ ４９．９５

桜森８１号 
桜森一丁目 

２４２番９

桜森一丁目 

２５３番７
４．００ ７１．２７

柳橋１２８号 柳橋一丁目９番３ 柳橋一丁目９番３ ５．００ ６３．６５

上和田３６７号 
上和田字谷戸 

１８１５番１５

上和田字谷戸 

１８１５番１５
４．５０ ５５．９９


